
 

 

平成２０年１２月１９日 

環境省同時発表 

特定家庭用機器再商品化法施行規則の一部を改正する省令について 

 

経済産業省と環境省は、「特定家庭用機器再商品化法施行規則の一部を改正

する省令」を、本日公布いたします。 

本省令は、製造業者等及び指定法人による再商品化等料金等の公表方法への

インターネットの利用等を追加するとともに、特定家庭用機器再商品化法施行

令の一部改正による特定家庭用機器の追加に伴い指定法人に係る経過措置を

整備するものです。 

 

１．改正の概要  

（１）再商品化等料金等の公表方法へのインターネットの利用等の追加 

（本則関連） 

特定家庭用機器再商品化法施行規則（平成１２年厚生省・通商産業省令

第１号）第８条（第２１条において準用する場合を含む。）及び第１６条

に定めた製造業者等による再商品化等料金及び指定引取場所の位置の公表

方法並びに指定法人による再商品化等料金及び引取場所の所在地の公表方

法について、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法に加

え、インターネットの利用その他の適切な方法によることを追加する。 

 

（２）特定家庭用機器の追加に伴う指定法人に係る経過措置の整備（附則関

連） 

特定家庭用機器再商品化法施行令（平成１０年政令第３７８号）の改正

（平成２０年１２月５日公布）により、平成２１年４月１日から新たに液

晶式テレビジョン受信機及びプラズマ式テレビジョン受信機並びに衣類乾

燥機を特定家庭用機器に追加することに伴い、特定家庭用機器再商品化法

（平成１０年法律第９７号。以下「法」という。）第５７条の規定に基づ

き、指定法人による再商品化等業務の円滑な実施を図るために必要な経過

措置を整備する。 

① 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令（平成２０

年政令第３６７号。以下「改正令」という。）の施行の際現にブラウ

ン管式テレビジョン受信機について法第３２条第１項の指定を受けて

いる者は、「テレビジョン受信機（ブラウン管式並びに液晶式及びプ

ラズマ式）」について指定を受けたものとみなす。 

② 改正令の施行の際現に電気洗濯機について法第３２条第１項の指定



 

を受けている者は、「電気洗濯機及び衣類乾燥機」について指定を受

けたものとみなす。 

③ 改正後の令第１条各号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったも

のの区分に係る法第３２条第１項の指定及びこれに関し必要な手続そ

の他の行為について、改正令の施行前においても行うことができるこ

ととする。 

 

２．施行期日  

 平成２１年４月１日（ただし、（２）③については、公布日） 

 

  

 

                      

 
 

 （本発表資料のお問い合わせ先） 

  商務情報政策局環境リサイクル室長 河本 

      担当者： 今井、村田 

   電 話：０３－３５０１－１５１１（内線 ３９８１～７） 

       ０３－３５０１－６９４４（直通） 
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経
済
産
業
省

○

令
第

号

環

境

省

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
六
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

並
び
に
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
五

十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

環
境
大
臣

斉
藤

鉄
夫

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

厚

生

省

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

通
商
産
業
省

第
八
条
及
び
第
十
六
条
中
「
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
」
を
「
日
刊
新
聞
紙
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他

の
適
切
な
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）
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第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
指
定
法
人
の
指
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
際
現

に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
（
ブ
ラ
ウ
ン
管
式
に
限
る
。
）
の
区
分
に
係
る
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
改
正
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施

行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
。
以
下
「
新
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機
器

が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
の
区
分
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２

改
正
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
洗
濯
機
の
区
分
に
係
る
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
新
施
行
令

第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
の
区
分
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た

も
の
と
み
な
す
。

３

新
施
行
令
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
の
区
分
に
係
る
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
同
項
及
び
法
第
三
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十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
製
造
業
者
等
の
料
金
の
公
表
の
方
法
）

（
製
造
業
者
等
の
料
金
の
公
表
の
方
法
）

第
八
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
時
事
に
関
す
る
事

第
八
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
時
事
に
関
す
る
事

項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の

項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

る
。

（
指
定
引
取
場
所
の
公
表
の
方
法
）

（
指
定
引
取
場
所
の
公
表
の
方
法
）

第
十
六
条

法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
当
該
指
定
引

第
十
六
条

法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
当
該
指
定
引

取
場
所
の
所
在
地
及
び
当
該
指
定
引
取
場
所
を
管
理
す
る
者
の
氏
名
又
は

取
場
所
の
所
在
地
及
び
当
該
指
定
引
取
場
所
を
管
理
す
る
者
の
氏
名
又
は

名
称
を
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
へ
の
掲
載
、
イ
ン

名
称
を
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方
法

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。



特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

参
照
条
文

（
参
照
法
令
一
覧
）

○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

１

○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

３

○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
六
十
七
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令

（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

４

○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

４
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○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
家
庭
用
機
器
」
と
は
、
一
般
消
費
者
が
通
常
生
活
の
用
に
供
す
る
電
気
機
械
器
具
そ
の
他
の
機
械
器
具
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

一

市
町
村
等
の
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
設
備
及
び
技
術
に
照
ら
し
当
該
機
械
器
具
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
再
商
品
化
等
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の

二

当
該
機
械
器
具
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
再
商
品
化
等
が
資
源
の
有
効
な
利
用
を
図
る
上
で
特
に
必
要
な
も
の
の
う
ち
、
当
該
再
商
品
化
等
に
係
る

経
済
性
の
面
に
お
け
る
制
約
が
著
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

三

当
該
機
械
器
具
の
設
計
又
は
そ
の
部
品
若
し
く
は
原
材
料
の
選
択
が
、
当
該
機
械
器
具
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
再
商
品
化
等
の
実
施
に
重
要
な
影

響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の

四

当
該
機
械
器
具
の
小
売
販
売
（
事
業
者
へ
の
販
売
を
含
み
、
販
売
を
業
と
し
て
行
う
者
へ
の
販
売
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
業
と
し
て
行
う
者
が
そ
の
小
売
販
売

し
た
当
該
機
械
器
具
の
相
当
数
を
配
達
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
機
械
器
具
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
当
該
機
械
器
具
の
小
売
販
売
を
業
と
し
て
行
う

者
に
よ
る
円
滑
な
収
集
を
確
保
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

５
・
６

（
略
）

（
料
金
の
公
表
等
）

第
二
十
条

製
造
業
者
等
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
に
規
定
す
る
料
金
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す

る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

（
指
定
引
取
場
所
の
配
置
等
）

第
二
十
九
条

（
略
）
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２

製
造
業
者
等
は
、
指
定
引
取
場
所
を
指
定
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
引
取
場
所
の
位
置
に
つ
い
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
指
定
等
）

第
三
十
二
条

主
務
大
臣
は
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
再
商
品
化
等
業
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
確
実
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
主
務
省
令
で
定
め
る
区
分
ご
と
に
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
再
商
品
化
等
業
務
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。

）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

（
料
金
等
の
公
表
等
）

第
三
十
四
条

指
定
法
人
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い

て
、
あ
ら
か
じ
め
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

指
定
法
人
は
、
特
定
家
庭
用
機
器
を
使
用
す
る
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
家
庭
用
機
器
に

係
る
第
二
十
条
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
料
金
に
つ
い
て
、
そ
の
者
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
商
品
化
等
業
務
規
程
）

第
三
十
五
条

指
定
法
人
は
、
再
商
品
化
等
業
務
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
開
始
前
に
、
再
商
品
化
等
業
務
の
実
施
方
法
、
第
三
十
三
条
第
一
号
の
委
託
に
係
る
料
金
（
以
下

「
委
託
料
金
」
と
い
う
。
）
の
額
の
算
出
方
法
並
び
に
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
再
商

品
化
等
業
務
規
程
を
定
め
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

再
商
品
化
等
業
務
の
実
施
方
法
、
委
託
料
金
の
額
の
算
出
方
法
並
び
に
第
三
十
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
料
金
が
適
正
か
つ
明
確
に
定
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

指
定
法
人
及
び
指
定
法
人
と
の
間
に
第
三
十
三
条
第
一
号
の
委
託
に
係
る
契
約
（
以
下
「
再
商
品
化
等
契
約
」
と
い
う
。
）
又
は
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
再
商

品
化
等
に
必
要
な
行
為
の
実
施
の
契
約
を
締
結
す
る
者
の
責
任
並
び
に
委
託
料
金
の
収
受
に
関
す
る
事
項
が
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

特
定
の
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。
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四

関
連
事
業
者
及
び
一
般
消
費
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

３

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
た
再
商
品
化
等
業
務
規
程
が
再
商
品
化
等
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
上
不
適
当
と
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
再
商
品

化
等
業
務
規
程
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
業
計
画
等
）

第
三
十
六
条

指
定
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
再
商
品
化
等
業
務
に
関
し
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の

認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

指
定
法
人
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
、
再
商
品
化
等
業
務
に
関
し
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
経
過
措
置
）

第
五
十
七
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
命
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
命
令
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ

れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
（
抄
）

（
特
定
家
庭
用
機
器
）

第
一
条

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
機
械
器
具
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ユ
ニ
ッ
ト
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
（
ウ
ィ
ン
ド
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
又
は
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
が
壁
掛
け
形
若
し
く
は
床
置
き
形
で
あ
る
セ
パ
レ
ー
ト
形
エ

ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
に
限
る
。
）

二

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
（
ブ
ラ
ウ
ン
管
式
の
も
の
に
限
る
。
）

三

電
気
冷
蔵
庫
及
び
電
気
冷
凍
庫

四

電
気
洗
濯
機
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○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
六
十
七
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
（

抄
）

（
特
定
家
庭
用
機
器
）

第
一
条

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
機
械
器
具
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ユ
ニ
ッ
ト
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
（
ウ
ィ
ン
ド
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
又
は
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
が
壁
掛
け
形
若
し
く
は
床
置
き
形
で
あ
る
セ
パ
レ
ー
ト
形
エ

ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
に
限
る
。
）

二

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

ブ
ラ
ウ
ン
管
式
の
も
の

ロ

液
晶
式
の
も
の
（
電
源
と
し
て
一
次
電
池
又
は
蓄
電
池
を
使
用
し
な
い
も
の
に
限
り
、
建
築
物
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。
）

及
び
プ
ラ
ズ
マ
式
の
も
の

三

電
気
冷
蔵
庫
及
び
電
気
冷
凍
庫

四

電
気
洗
濯
機
及
び
衣
類
乾
燥
機

○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）
（
抄
）

（
製
造
業
者
等
の
料
金
の
公
表
の
方
法
）

第
八
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
指
定
引
取
場
所
の
公
表
の
方
法
）

第
十
六
条

法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
当
該
指
定
引
取
場
所
の
所
在
地
及
び
当
該
指
定
引
取
場
所
を
管
理
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
時
事
に
関
す

る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
指
定
法
人
の
指
定
区
分
）
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第
十
八
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
ご
と
の
区
分
と
す
る
。

（
指
定
法
人
の
料
金
の
公
表
）

第
二
十
一
条

第
八
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
二
条

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
三
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
を
引
き
取
る
場
所
の
所
在
地
と
す

る
。


